
特別免許状の申請手続きについて 
 

 授与までの流れ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  提出書類等  

(1) 県教育庁教職員課ウェブページ「特別免許状について ３ 申請書類」に掲載している書類 

(2) 現在の氏名及び本籍地都道府県が、各申請書類等に記載されたものと異なる場合は、戸籍抄本

又は市町村の発行する戸籍記載事項証明書を同封してください。 

(3) 証明書は開封した場合は無効となるので、厳封されたものを提出してください。  

 

申請書類作成上の注意  

(1) 申請者の氏名は、戸籍のとおりの字を楷書で記入すること。 

(2) 免許状の写しは、原本を一枚紙に表裏ともコピーすること。 

(3) 「人物に関する証明書（第３号様式）」及び「実務に関する証明書（第９号様式）」の実務証明責任

者は、現職の場合次のとおり。 

① 大学附置の国立又は公立学校の教員・・・学長  

② 県立学校の教員・・・県教育委員会  

③ 市町村立学校の教員・・・市町村教育委員会  

④ 私立の学校の教員・・・学校法人の理事長  

(4) 申請者が外国人の場合は、本籍地都道府県の欄は、国籍を記入すること。また、国籍、氏名等は、

外国人登録証明書のとおりに記入すること。 

 

 手数料  

 手数料は、下記の金額を山口県収入証紙で納入してください。 

※ 県外在住者で山口県収入証紙の入手が困難な方は、現金又は郵便為替を送付してください。 

なお、郵便為替の場合は、受取人を記入しないこと。 
 

 
出   願   書   類 手  数  料 

 
教育職員免許状授与申請書（第４号様式） ３，３００円 

教育職員検定願（第10号様式の３） １，７００円 
   

 書類の提出  

(1) 免許状の種類・教科ごとに必要書類を整え、直接又は郵送により提出してください。 

(2) 申請用紙は、必要に応じて上質紙にコピーしてご使用ください。 

(3) 郵送する場合は、封筒の表に「免許状授与申請書在中」と朱書してください。 
   

 提出先  

  山口県教育庁教職員課人事企画班（免許担当）TEL 083-933-4550 

  〒 753-8501 山口市滝町１－１（山口県庁１４階） 
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